
■申請受付期間　
　令和3年4月1日（木）～ 8月31日（火）
　※補助金の内容や必要書類など、詳しくは町民課生活環境係へお問い合わせいただくか、
　　ホームページをご確認ください。

■補助金交付（不交付）決定通知　
　10月上旬

■工事期間　
　10月上旬～ 3月中旬
　※交付決定通知後に着手してください。

■補助金の支払い
　工事終了後、実績報告書を提出し、補助金額の確定後にお支払いします。
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こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生

し
や
す
い
時
季
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
火
災
の
予
防
思
想
の
一

層
の
普
及
を
図
り
、
火
災
の
発

生
を
防
止
し
よ
う
と
行
わ
れ
る

も
の
で
す
。
特
に
住
宅
火
災
で

は
、
高
齢
者
の
犠
牲
者
が
約
７

割
と
増
え
て
い
ま
す
の
で
、
火

災
に
よ
る
高
齢
者
の
死
傷
者
を

大
幅
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

火
災
の
件
数

知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
令
和
2
年
の
1
月
〜
6
月
ま

で
に
全
国
で
発
生
し
た
火
災
の

件
数
は
1
万
9
0
5
2
件
で
、

こ
れ
は
、
一
日
あ
た
り
約
1
0

5
件
、
14
分
ご
と
に
１
件
発
生

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
総
死
者
数
は
7
3

2
人
で
、
建
物
火
災
で
亡
く
な

っ
た
方
は
5
8
9
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
方
の
う

ち
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
約

7
割
に
あ
た
り
ま
す
。

　
逃
げ
遅
れ
を
防
止
す
る
た
め

に
も
、
高
齢
者
だ
け
を
家
に
残

し
た
ま
ま
外
出
す
る
と
き
は
、

ご
近
所
に
一
声
か
け
る
な
ど
日

頃
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
建
物
火
災
の
発
生
原
因
で
1

番
多
い
の
は
、
コ
ン
ロ
に
よ
る

火
災
で
す
。
2
番
目
に
多
い
の

が
た
ば
こ
、
続
い
て
ス
ト
ー
ブ

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
た
ば
こ

の
火
の
不
始
末
や
、
寝
た
ば
こ

に
よ
り
火
災
が
多
く
発
生
し
て

い
ま
す
。
た
ば
こ
を
吸
っ
た
後

は
完
全
に
火
を
消
し
、
吸
殻
も

溜
め
ず
に
こ
ま
め
に
捨
て
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

春
の
全
道
火
災
予
防
運
動 

﹁
そ
の
火
事
を

　防
ぐ
あ
な
た
に

　金
メ
ダ
ル
﹂

4
月
20
日
〜
4
月
30
日

火
災
の
件
数

　
　
　
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
4
月
に
な
る
と
日
没
時
間
も

少
し
ず
つ
遅
く
な
り
、
春
が
近

づ
い
て
き
た
と
感
じ
る
頃
で
す

が
、
外
の
気
温
は
ま
だ
ま
だ
低

く
、
ス
ト
ー
ブ
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
の
で
、
ス
ト
ー
ブ
火
災
に
は

十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

ス
ト
ー
ブ
火
災
を
防
ぐ

　
　
　『
当
た
り
前
の
実
践
』

①
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や

す
い
物
を
置
か
な
い
！

②
ス
ト
ー
ブ
の
上
に
洗
濯
物
を

置
か
な
い
！

③
タ
ン
ク
に
燃
料
を
入
れ
る
と

き
は
必
ず
火
を
消
す
！

林
野
火
災
に
注
意
！

　
こ
れ
か
ら
暖
か
く
な
る
に
つ

れ
て
入
山
さ
れ
る
方
も
増
え
、

た
ば
こ
の
投
げ
入
れ
・
枯
葉
・

枯
草
焼
き
の
飛
び
火
な
ど
が
原

因
で
林
野
火
災
や
野
火
火
災
が

発
生
し
や
す
い
季
節
に
な
り
ま

す
。特
に
、春
は
空
気
が
乾
燥
し
、

風
の
強
い
日
が
多
く
な
る
た
め
、

火
災
が
発
生
す
る
と
被
害
が
大

き
く
な
り
ま
す
。

　
2
月
に
発
生
し
た
栃
木
県
足

利
市
の
林
野
火
災
で
は
１
週
間

以
上
燃
え
続
け
て
お
り
、
約
1

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
松
前
町
の

面
積
の
約
3
倍
）
の
林
野
及
び

一
部
の
建
物
が
被
害
に
あ
っ
て

い
ま
す
。

林
野
火
災
の
防
火
ポ
イ
ン
ト

①
喫
煙
は
決
め
ら
れ
た
場
所
で

行
う
こ
と
！

②
吸
殻
は
必
ず
消
し
、
ポ
イ
捨

て
は
絶
対
し
な
い
！

③
ご
み
焼
き
を
し
な
い
！

④
火
気
の
使
用
中
は
、
そ
の
場

か
ら
離
れ
な
い
！
　

　
貴
重
な
森
林
を
山
火
事
か
ら

守
る
た
め
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
、
積
雪
期
は
発

生
の
少
な
い
放
火
で
す
が
、
雪

解
け
と
と
も
に
増
加
す
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
の
で
、
家
の
周
り

は
整
理
整
頓
し
、
燃
え
や
す
い

物
は
外
に
置
か
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

問
　
松
前
消
防
署

　
　
管
理
課
指
導
係

☎
42

－

2
1
1
9

も
う
少
し
注
意
が
必
要

　
　
　
　
　
ス
ト
ー
ブ
火
災

林
野
火
災
に
注
意
！

問

《広告》

令和3年度

松前町空家等除却支援事業補助金松前町空家等除却支援事業補助金
　空家などを放置すると、防災・防犯・衛生などで近隣の方に迷惑をかけることになり、損害が生じた場合、

空家の所有者などが責任を問われることもあります。空家の解体撤去の費用を、町が一部補助しますので、

適正な維持管理ができずにお困りの方は、補助金をご活用ください。

補助事業の概要
1　補助の対象となる空家など
　（1）住居その他使用されていない状態でおおむね2年以上経過している個人所有の一戸建て住宅
　（2）建築後おおむね30年以上経過している住宅
　（3）他の公的補助金が重複していないもの

2　申請できる方
　（1）空家などの所有者（個人）
　（2）空家などの所有者の相続権利人
　 ※（1）または（2）のいずれかの者で、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でない者

3　補助の対象となる工事
　（1）対象となる空家などの全部を除却し、所有地を更地にする工事
　（2）町内の解体業者（建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた事

業者または建設リサイクル法に基づく登録を受けた業者）に依頼して行う工事

4　補助金額
　　　対象補助対象経費の2分の1（税抜きで千円未満は切捨て）で上限は60万円です。
　　　※令和3年度は全体でおおむね18件の補助を予定しています。

申請受付は、４月１日から！

相談・問い合わせ・申し込み先
〒049-1592　北海道松前郡松前町字福山248番地１
松前町役場町民課生活環境係　☎0139-42-2633（直通）

松前町ホームページ　＞　くらしの情報　＞
くらし　＞　松前町空家等除却支援事業補助金
http://www.town.matsumae.hokkaido.jp/
hotnews/detail/00000871.html

詳しくはホームページをご覧ください


